
 

「医師確保計画」及び「外来医療計画」の策定について 

 

１ 趣旨 

○ 医療法及び医師法の一部を改正する法律が平成30年７月25日に公布され、

都道府県医療計画の中で、医師偏在指標を用いた「医師確保計画」及び「外

来医療計画」を策定するよう、都道府県に求められている。 

 

２ 背景 

 (1) 「医師確保計画」等の策定の背景 

  〇 厚生労働省が開催する医師需給分科会の議論では、従来用いてきた人

口10万人対医師数では、各都道府県の人口構成、患者の流出入等、へき地

等の地理的要件、医師の性別・年齢分布、入院、外来などの機能ごとの偏

在、診療科別の医師の偏在などが十分に反映した指標でなく課題がある

とされている。 

  〇 このため、各都道府県では、全国横並びで医師数を比較できるよう新

たな医師偏在指標を用いた「医師確保計画」を策定するとともに、地域ご

との外来医療機能の偏在等を可視化し、偏在是正につなげる観点から、

「外来医療計画」の策定し、医師の偏在対策に取り組む必要があるとさ

れ、平成30年に医療法及び医師法の一部が改正されるに至った。 

  

【参考】 （出典：医師需給分科会（第22回）H30.9.28資料 抜粋） 

 

＜人口10万人対医師数における課題：医師偏在指標に向けて＞ 

 

資料７ 



＜医師偏在指標の算定方法＞ 

 

 

(2) 都道府県に拡充が求められている項目 

○ 県保健医療計画に新たに「医師確保計画」、「外来医療計画」として位置

づけ、策定すること。 

ア 医師確保計画 

   (ｱ) 三次医療圏・二次医療圏単位で、医師偏在指標を踏まえた医師の確

保数の目標（目標医師数）を設定すること。 

※ 都道府県は、二次医療圏単位で、医師偏在指標に関する基準に従

い、医師少数区域・医師多数区域の設定ができる。 

   (ｲ) ３年ごと（最初の計画は４年）に医師確保計画の実施・達成を積み

重ね、2036 年までに医師偏在是正を達成することを長期的な目標と

し、地域の実情に応じた実効性ある医師確保計画の策定に努めること。 

   (ｳ) 医師偏在対策は、地域医療構想、医師の働き方改革と三位一体で検

討を進めること。 

イ 外来医療計画 

   (ｱ) 二次医療圏単位で、外来医師偏在指標を踏まえ外来医師多数区域を

定義し、当該区域において新規開業を希望する者に対しては、当該外

来医師多数区域において不足する医療機能を担うように求めること。 

※ 都道府県は、二次医療圏単位で、外来医師多数区域の設定ができ

る。 

   (ｲ) 二次医療圏単位における外来医療機能について、不足する医療機能

を可能な限り分析し、その分析結果を必要に応じてマッピングの上明

示すること。 

 



 

(3) 「医師確保計画」「外来医療計画」策定に伴う問題点 

〇 医師偏在指標により上位1/3、下位1/3の順位で機械的に位置づけられ、病

床の不足と医師の需給の状況が現場感覚とは異なる点もある。 

〇 また、厚生労働省から示される今後の見通しでは、医師偏在指標の順位に

より計画期間（初回Ｒ２～Ｒ５年度、その後３年毎）に県が実施可能な事業

に制約が課される可能性がある。養成に時間を要する医師の確保について、

３年毎の医師偏在指標の指数により方針が左右されることは、医師確保対

策を推進するうえで、魅力を損なう懸念が高いため、国に対して、令和４年

度以降についても医師偏在指標だけでなく、都道府県の実情に応じて地域

枠制度が継続できるよう要望を行うこととしたい。 

〇 外来医療計画については、新規開業者等が保健所に届出を行う際に求め

る事項を盛り込むことを検討するなどの例示もあるため、今回の計画では

どこまで取り組むことにするか等、策定の過程で関係者間による合意形成

が必要である。 

 

(4) 計画策定までのスケジュール 

  2018年７月25日 医療法及び医師法の一部を改正する法律の公布 

  2019年４月９日 医師確保計画、外来医療計画策定ガイドラインの通知 

  2019年６月末  医師偏在指標の算定根拠となる都道府県間の「患者流

出入の状況」データの取扱いに係る都道府県意見回答

締切 

  2019年９～10月 県議会令和元年第３回定例会に計画骨子案の報告 

  2019年12月   県議会令和元年第４回定例会に計画素案の報告 

  2020年１～２月 県にて医師確保計画案を作成し、パブリックコメント

等を実施 

  2020年２月   県議会第令和２年１回定例会に計画案の提出 

  2020年３月   医療審議会での協議、医師確保計画等の策定 

 


